
 

  

 

令 和 ７ 年 １ １ 月 １ ４ 日 

～あけみおのまち･名護～ 

名 護 市 

～美ら島の未来を拓く～ 

沖 縄 総 合 事 務 局 

 

 

 

 

名護市と沖縄総合事務局では、名護漁港周辺エリアにおける交通モードの連携強化及び

まちづくりと一体となった交通ターミナルの計画について「名護市総合交通ターミナル検

討部会」(以下、検討部会)において、具体化に向けた議論と共に交通拠点の機能強化に関

する整備方針の検討を行ってきました。  

このたび、これまでの検討部会での議論を踏まえ、別添のとおり「名護市総合交通ター

ミナルの整備方針」(以下、整備方針)を策定しましたのでお知らせいたします。  

今後は、本方針に基づき、「暮らす人・訪れる人、誰もが利用しやすく居心地の良い新た

なやんばるの玄関口となる臨海部のバスタ」を目指し、まちづくりと一体となった事業計

画等の具体化を進めてまいります。  

 

■整備方針の概要  

○円滑で快適な市街地アクセス・公共交通利用の実現  

○周辺道路の安全性・円滑性の確保  

○自家用車からの利用転換  

○回遊促進・賑わいの創出  

○防災機能の強化  

 

■添付資料  

 ○名護市総合交通ターミナルの整備方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】  

名護市  建設部  まちなか再開発・公共交通課   TEL 0980-54-1313 

課長  嘉数  健作（内線：340） 

公共交通係長  金城  佳邦（内線：343）  

ホームページ：https://www.city.nago.okinawa.jp/ 

内閣府  沖縄総合事務局  北部国道事務所      

道路保全官  川間  重一（内線：２０６）  

調査課企画係長  池間  正剛（内線：５４２）  

TEL 0980-52-4350㈹（受付時間：平日  ９～１７時）  

ホームページ：https://www.dc.ogb.go.jp/hokkoku/index.html 

名護市総合交通ターミナルの整備方針を策定しました 

～暮らす人・訪れる人、誰もが利用しやすく居心地の良い新たなやんばるの玄関口となる臨海部のバスタ～  

内閣府 名護市  



 

名護市総合交通ターミナルの整備方針 

内閣府  沖縄総合事務局 

名 護 市 

 

名護市名護漁港周辺では、名護市総合交通ターミナル整備基本計画策定業務有識者懇談会において

令和５年３月に『名護市総合交通ターミナル整備基本計画』が策定され、令和６年７月から名護市総合交通

ターミナル検討部会において、計画の具体化を議論しているところです。 

このたび、これまでの検討部会での議論を踏まえ、内閣府沖縄総合事務局と名護市では、沖縄県北部

地域の交通機能や防災機能の強化、中心市街地における賑わいの創出(交流等機能)に向け、「暮らす人・

訪れる人、誰もが利用しやすく居心地の良い新たなやんばるの玄関口となる臨海部のバスタ」の実現を目

指し、次のとおり「名護市総合交通ターミナルの整備方針」を取りまとめました。 

1. 円滑で快適な市街地アクセス・公共交通利用の実現 

 広域移動の公共交通（高速バス・高速船）と地域内移動の公共交通（路線バス・コミュニティバス・タク

シー等）をシームレスに接続し、「みち」、「うみ」、「まち」の近接性を生かした北部地域全体の交通拠

点としての機能を目指します。 

 市民・来訪者、交通事業者にとって快適な公共交通利用環境(乗降空間、待合空間等)を構築するとと

もに、広域移動にかかる高速バスの速達性確保や地域内移動にかかるバス運行に関わる機能につ

いて配置します。 

2. 周辺道路の安全性・円滑性の確保 

 総合交通ターミナル整備に合わせ、周辺道路の改良を行い安全性・円滑性を確保します。 

 公共交通への転換による観光シーズンの道路混雑の緩和を図ります。 

3. 自家用車からの利用転換 

 公共交通の再編、多様な交通モード間の乗換等による公共交通の利便性向上を検討し、レンタカーを

含めた自家用車から公共交通への転換を図ります。 

4. 回遊促進・賑わいの創出 

 中心市街地の賑わいの創出に向け、地域住民や民間事業者とともにまちづくりと一体となった便利で

魅力ある拠点形成を図ります。 

 中心市街地におけるまちづくりと連携し、域内移動を補完する二次交通にかかる各種施設を検討し、

総合交通ターミナルに訪れた人々のまちなかへの回遊促進を図ります。 

 交通モードの結節に加え情報発信・交流の機能も備え、北部地域の広域周遊の促進を図ります。 

5. 防災機能の強化 

 発災直後の一時的な避難場所や広域的な災害復旧拠点（災害対応車両の駐車、ボランティアの受入

機能等）としての機能強化を図ります。 

 北部地域の広域的な支援拠点として、海上からのプッシュ型支援を含めた幅広い支援を受け入れら

れるよう検討を行い、機能強化を図ります。 

 

総合交通ターミナルの施設運営については、官民連携も含めた効率的・効果的なあり方を検討します。 



名護市総合交通ターミナル整備方針

画像提供：(一財) 沖縄美ら島財団



名護市総合交通ターミナル整備方針

• 国道58号に沿って交通機能・防災機能・交流等機能を配し、バリアフリーな歩行者動線で接続。
• 中心市街地におけるまちづくりと連携し、総合交通ターミナルに訪れた人々のまちなかへの回遊を促す。

：バス動線
：歩行者動線

交通機能

名護
十字路

ひんぷん
ガジュマル

• 幹線交通と域内交通の
シームレスな接続

• バス運行に関わる機能の配置

• 高速バスの速達性の確保

交通機能（市街地側）

• 中心市街地におけるまちづくりと
連携した便利で魅力ある施設

• 域内移動を補完する各種施設

交流等機能

高速船
乗り場

• 高速船とのスムーズな接続

• 高速バスの速達性の確保

交通機能（海側）

• 発災直後の一時避難所

• 復旧段階の広域防災支援活動支援

防災機能
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本
部

至

那
覇

交流等機能 交通機能

那覇・本部へ

北部地域各方面へ

被災時の海上からの
プッシュ型支援

：バス動線
：歩行者動線



名護市総合交通ターミナル整備方針

• 現在事業中・調査中の道路ネットワーク整備と併せ、「みち」「うみ」「まち」の近接性を生かした交通拠点整備により、高速バス・高速
船による広域移動と、路線バス・各種二次交通による地域内移動が接続し、北部地域の回遊性向上を図る。

名護市総合交通ターミナル
を中心とした地域周遊

高速バス・高速船による
中南部からのアクセス

小禄道路
（事業中）

沖縄市 胡屋・中央地区

名護東道路本部延伸
（調査中）

テーマパーク

那覇バスターミナル（2018年開業）

出典：沖縄市「沖縄市交通拠点整備基本構想」（令和6年6月）

画像提供：ジャパンエンタ－テイメント

北谷ゲートウェイ

出典：北谷ゲートウェイHP

高速船（2022年運航開始）


	01_(案)【記者発表】名護市総合交通ターミナルに関する整備方針を策定しました。.pdf
	03_(セット・案とれ)名護市総合交通ターミナル整備方針_公表文.pdf
	整備方針（図）.pdf
	既定のセクション
	スライド 0: 名護市総合交通ターミナル整備方針
	スライド 1: 名護市総合交通ターミナル整備方針
	スライド 2: 名護市総合交通ターミナル整備方針




	整備方針（図）2.pdf
	既定のセクション
	スライド 0: 名護市総合交通ターミナル整備方針
	スライド 1: 名護市総合交通ターミナル整備方針
	スライド 2: 名護市総合交通ターミナル整備方針


	整備方針（図）2.pdf
	既定のセクション
	スライド 0: 名護市総合交通ターミナル整備方針
	スライド 1: 名護市総合交通ターミナル整備方針
	スライド 2: 名護市総合交通ターミナル整備方針


	整備方針（図）2.pdf
	既定のセクション
	スライド 0: 名護市総合交通ターミナル整備方針
	スライド 1: 名護市総合交通ターミナル整備方針
	スライド 2: 名護市総合交通ターミナル整備方針


	整備方針（図）2.pdf
	既定のセクション
	スライド 0: 名護市総合交通ターミナル整備方針
	スライド 1: 名護市総合交通ターミナル整備方針
	スライド 2: 名護市総合交通ターミナル整備方針



